
2019年労基関連法改正対応
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働き方改革関連法の主な項目クロノスPerformance対応一覧

項目 概要 施行日 クロノスP対応大企業 中小

1 時間外労働の上限規制
• 時間外労働の上限を原則月45時間、年360時間とする。
• 特別条項は年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平
均80時間（休日労働含む）を限度とする。

19.4 20.4 ●

2 年次有給休暇の年5日取得義務 • 年10日以上の年休付与者は、毎年、時季を指定して年5日の取得を義
務とする。 19.4 19.4 ●

3 高度プロフェッショナル制度の創設
• 年収1,075万円以上の特定高度専門業務従事者に対する労働時間、休
日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
※年間104日の休日確保等、健康確保措置の実施が義務。

19.4 19.4 ●

4 フレックスタイム制の見直し • フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から3ヶ月に延長する。 19.4 19.4 ●*1

5 長時間労働者の医師面接指導の見直し • 長時間労働者の医師面接指導の時間外労働を月100時間から月80時
間に引下げる。 19.4 19.4

6 労働時間の状況把握の実効性確保 • 現認や客観的な方法による労働時間の把握を義務化する。
（管理監督者含むすべての労働者） 19.4 19.4 ●

7 月60時間超の時間外労働の割増率引上げ • 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上とする。 － 23.4 ●

8 限度基準適用除外見直し • 自動車運転の業務、建設事業、医師等、時間外労働の限度基準適用除
外を見直す。 24.4 24.4

9 勤務間インターバル（努力義務） • 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保を行
う。 19.4 19.4 ●

10
同一労働同一賃金

（雇用形態にかかわらない公正な待遇の確
保）

• 短時間、有期雇用労働者、派遣労働者と正規雇用労働者との不合理な
待遇差を解消する。 20.4 21.4

*1 2019年夏対応予定
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時間外労働の上限規制対応1
時間外労働の上限規制は、月間45時間、年間360時間の時間外残業を上限とする法律です。
※年間720時間・単月45時間超も可（年間6回まで）という、特別条項も設けられております。

現在のクロノスPerformanceでも、アラート機能で集計ができます。
現在のクロノスPerformanceのアラート設定・対象者表示画面

1

2
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時間外労働の上限規制対応2

今後のクロノスPerformanceでは、アラート機能をより使いやすく・簡単に、お客様へご提供できるよう
以下の機能を追加する予定です。

追加予定機能

アラート集計期間の「指定」1
今回の法改正では、年間360時間、単月45時間超過できる月の上限を年間6回とするなどの項目があり
ます。
その為、集計期間の指定機能（設定情報の保存含む）により、自動集計するなどの改善を行います。

（例）集計の範囲 2018年4月1日 ～ 2019年3月31日 など

アラート通知機能の「強化」2
クロッシオンのトップページ・メール通知等、クロノスPerformance担当者だけでなく、従業員個人へ、
アラート対象であることを通知する機能を実装する予定です。

2
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クロッシオンアラート新着画面イメージ

クロッシオンご利用ユーザー様には、時間外労働の上限規制をクロノスPerformanceで設定し
対象者となった従業員個人へ通知する方法は以下の通り予定しています。

参考

クロッシオン トップページ新着情報画面イメージ

月45時間以上の時間外労働が発生した月が、今月で4回目となりました。（文言変更可能）

1

2
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労基法改正の骨子

1 年間5日間の年次有給休暇の取得「義務化」
※ 年10日以上の有給休暇の権利がある社員のみ対象

2 労働者からの申し出による、年次有給休暇年間5日間の取得が困難な場合
使用者（会社）は労働者の希望を聴き、希望を踏まえた上で時季を指定して
年次有給休暇を取得させる（計画有休）ことが必要

3 時間外労働の上限時間として、「月45時間、年360時間」と明記。 また、特別
条項では、時間外労働月45時間超が可能な月数は「年間6回」 と制限事項を
設定
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計画有休制度の取り扱いについて

計画有休制度を既存の有休とは別に管理できるよう、クロノスPerformanceでは、事由の「特日種別の設定」
で、計画有休を管理する運用を採用しました。
有休と別管理する事で、有休管理画面で計画有休を独立して表示しております。

事由の登録画面



有休管理画面
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消化義務設定

クロノスPerformanceは、有給休暇の取得義務日数を、あらかじめ設定することで、義務日数に対して不足した
日数を、有休管理画面で表示することができます。

不足日数は、有休管理画面の マークに、マウスを合わせると、画面に表示します。
※次スライドの をご確認ください。

1

2

3
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有休管理画面 1

有休管理画面では、取得した有給休暇が、社員自らが申請した有休（個人）なのか、会社が時季を指定した
計画有休（計画）なのかの確認と、5日取得「済」の有無を確認する機能を実装。

有休管理画面

上記画面では5日消化の設定をしておりますが、有休消化5日以下の社員には消化日数の合計欄に、 マークを表示し
マウスを に合わせると、不足している有休日数を表示します。

※本年給付が10日以上の社員が対象

1

2 3

1
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有休管理画面 2

有休管理画面では にマウスを合わせる事で、消化義務日数に対する不足日数を表示しますが、
その対象者の有休管理個人表も出力することも可能。

有休管理画面

社員を選択し、マウスを社員名に合わせた状態で、「右クリック」すると、有休管理個人表を
出力するメニューが表示されます。

2
1

2
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参考 有休管理個人表 サンプル



アラート条件画面
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アラート機能の強化 ※期間指定機能

2019年4月より、年間における、月45時間超の時間外労働可能な月数の上限は、年間6回となります。その為、
年間集計を行う目的で、アラートの条件設定に集計の範囲指定機能を追加。

1

2

3
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高度プロフェッショナル制度には、年間104日の休日を確保するという条件が設定されております。
この年間104日の休日確保は、現在のクロノスPerformanceでも、残数管理機能で対応可能です。

残数管理設定画面

104日の計算を開始する「月」を設定し、104日を消化する項目（今回は、法外休日・法内休日）を選択
することで、確保が必要な休日の残数も管理することができます。

高度プロフェッショナル制度の対応 1

1 2

3 4

※クロノスPerformanceの管理画面は次スライド

1
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年間104日の休日管理をクロノスPerformanceの残数管理で行った場合の画面です。

クロノスPerformance 残数管理画面

あらかじめ、クロノスPerformanceのカレンダー機能等で、休日の勤務区分を登録することで、年間
取得必要な104日から、休日（予定も含む）を差し引くことが可能となり、残数の管理も可能。

高度プロフェッショナル制度の対応 2

※残数のマイナス表記は、”104日以上の休日を取得できている“ということになります。

1
2

3

年間休日 104日（例）

2
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高度プロフェッショナル制度の対応 3

今後のクロノスPerformaceでは、残数管理機能をより使いやすく・簡単に、お客様へご提供できるよう、
以下の機能を追加する予定です。

クロッシオンのアラート機能との連携1
クロッシオンのアラート対象項目に、残数管理項目を追加します。

追加予定機能

残数管理で計算された、項目をアラート対象項目に追加することで、クロノスPerformance担当者だけ
でなく、従業員個人へ、アラート対象（取得済みの休日が、104日に満たしていないなど）であることを通
知する機能を実装する予定です。

3



クロノスPerformance 時間項目・集計区分の登録画面
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月60時間超の時間外労働の割増率引き上げは、2023年4月に中小企業も適用することとなりました。
すでに大企業は適用済みの為、現在のクロノスPerformanceの時間項目の設定で対応可能です。

月60時間超の時間外労働の割増率引き上げ対応 1

時間項目の登録画面

集計区分の登録画面

1

1

2 3
4
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1
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前スライドで設定した内容はクロノスPerformanceの勤務処理画面では、以下のように表示されます。

月60時間超の時間外労働の割増率引き上げ対応 2

クロノスPerformance 勤務処理画面

1

2

クロノスPerformanceの集計区分の登録により、下限時間（60時間）・上限時間（60時間）が設定でき
るため、60時間を超過した時間数を別項目で計算することができます。

2
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代替休暇制度とは、1か月に60時間を超過した時間外労働に対し、引き上げられた割増賃金に代えて、
代替休暇を与えられることができるという制度です。
既に、クロノスPerformanceは、この代替休暇管理制度に対応しております。

60時間を超過した時間外労働を、代替休暇として使用できる時間数に自動で変換し、「付与」・「残」・
「清算」の3つの概念で管理することができます。

代替休暇制度対応参考

クロノスPerformance 勤務処理画面

1

2

3



勤務間インターバル制度
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勤務間インターバル制度は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定期間の休息確保を行う制度です。

勤務間インターバル制度（※努力義務）への対応 1

クロノスPerformance 集計区分の登録画面 テレタイムZ インターバル対応画面

既に、クロノスPerformanceは先行して対応しており、テレタイムZとの連動で退勤打刻時に、テレタイムZの
モニターへ、翌日の出勤時刻の表示する機能も提供しております。

1

2

休息時間は、1分単位で設定することができます 退勤打刻時に翌日出勤時刻を表示

1
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勤務間インターバルの設定をされた際の出力帳票サンプル

勤務間インターバル制度（※努力義務）への対応 2

※休憩時間を9時間と設定しております。休憩時間が9時間以下の場合、休憩時間を赤字で表示します。

勤務間インターバル出力帳票

1 2

勤務間インターバル個人表

勤務間インターバル一覧表

2



○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家（社会保険労務士、中小企業診断士など）によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更（時間外・休日労働に関する規定の整備など）
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

「時間外労働等改善助成金｣（勤務間インターバル導入コース）
成果目標

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入する。
新規導入
新規に所属労働者の半数以上を対象とする勤務間インターバルを導入する。
適用範囲の拡大
すでに9時間以上の勤務間インターバルを半数以下の所属労働者に適用している場合、対象労働者を半数以上に拡大する。
時間延長
休息時間が9時間未満の勤務間インターバルを導入している場合、休息時間を2時間以上延長して9時間以上にする。

1

2

3

支給対象となる取り組みは？（いずれか1つ以上実施）

P- 25※2019年度については、3/12現在、助成金の有無は明確ではありません。

※2018年度の実施要領



Supporting Work Style Innovation
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